


２ 本契約の内容が、原契約の内容又は甲乙間の〇〇契約書その他本業務に適用範囲を限
定しない契約の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。 

３ 本開発の実施に先立ち、従前から甲及び乙が保有する登録された知的財産権がある場
合には、これらを別途書面により確認する。 

４ 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等（第５条第１項に定義する。）
をなした当事者に帰属する。 

５ 本開発の成果の活用に必要となる乙の固有知的財産権等がある場合、当該固有知的財
産権等の甲による実施ついては、別途協議により定める。 

 

第3条 （秘密保持義務） 
１ 甲及び乙はいずれも、本業務の過程で開示された相手方の秘密情報について、厳に秘

密を保持し、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対し、相手方の秘密情
報を開示し又は漏洩してはならない。 

２ 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本業務のために相手方の秘密情報
を知る必要がある者に対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報
を開示することができる。 

３ 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の［子会社/親
会社/関係会社］のうち本業務のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本業
務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。 

４ 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者（相手方以外のすべての者をいう。）
に開示（前二項に定める開示に限らない。）した場合、当該秘密情報を開示した第三
者をして本契約に定められた自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、
当該第三者の行為について全責任を負う。 

５ 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体の機関から相手方の秘密情報の開示を命じ
られた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を
開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に
可能な範囲で、速やかに通知する。 

 

第4条 （目的外使用等の禁止） 
 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本業
務以外の目的に使用してはならない。 

 

第5条 （成果の帰属及び取扱い） 
１ 本業務を遂行する過程で、乙が甲の秘密情報に依拠して発明、考案、意匠、著作物そ

の他の知的財産権の目的となるもの（以下「発明等」という。）を得た場合には、当
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